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企業に役立つ労務管理のツボ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第1回 「誰もが経営理念のもとに」 

これまで多くの企業で、経営理念作り、経営方針作りのお手伝いをさせていただいて、痛感することがあり

ます。一言で言えば「仏作って魂入れず」です。確かに文言も内容も、どこに見せても恥ずかしくない立派な

ものですが、その理解度、汎用度、浸透度、活用度となれば、お粗末の謗りを免れない企業、決して少なく

ないようです。これでは折角の理念も有名無実です。ではどうすれば、その「度合い」を高めることが出来るの

でしょうか。 

 

第１回目は、あなたの会社の原点であり、経営の出発点である、経営理念、経営方針を如何にしてイ

キイキしたものにするのか、活用して企業の一体感を作り出すのか、そんなことについて、考えてみることにしま

す。 

 

１．一度見直しませんか 

経営理念、経営方針を考える前に、まずやってほしいのが、経営理念、経営方針、どれだけ社員一人

一人に浸透しているかです。そして次にやって欲しいのは、知っているだけでなく、様々なところで口に出し、そ

の言葉を進路の糧や旗にして活用しているかです。もうそうなればしめたものですが、言うは易く行うは難し、

です。 

 

２．有名無実であれば・・・ 

ところが見直して多いのは、やはり「作ってあるだけ」です。どれだけ経営者、役員の方々が、大声上げて

経営理念の大切さを訴えても暖簾に腕押しです。それではどうすれば、こうならないのか、次のような手順で

見直すのも一考ありです。 

 

(1)経営理念、方針の大切さ、まず「社長発」で、 

全社員に社内 LAN か、文書で掲示することです。 

 

(2)ただ経営理念が、あなたの会社の風土、環境に相応しくないと判断 

した場合は、思いきって「経営理念作成プログラム」発表、次のような方法で作成することです。 

株式会社中部人材育成センター 
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(1 案) 

全社員から「どんな会社にしたいか」「あなたの理想とする会社」等応募し、それを元に役員会等で決定。 

(2 案) 

プロジェクトチーム(管理者以上で構成)設定、審議し最終的に役員会で決定。 

(3 案) 

役員会で、これまで何故活用されなかったのか、十分話し合い、どのような経営理念にするのか、最終的

には経営者が決定。 

 

(3)経営理念の活用方針決定 

こうして作成された経営理念、次は活用することに腐心することです。実際、これがなければやはり前と同じ

です。そこで、効果的な活用法をいくつか案内します。 

①朝礼唱和はもとより、唱和は輪番で読み上げること。 

②どんな会議の場でも経営理念唱和から始めること。 

③年一度は「経営理念の大切さ」「もっと身近な経営理念にするには」 

と題して、小さなグループごとに話し合い(ワークショップ)を行い、 

朝礼等で発表すること。 

④社内の至るところに経営理念を掲示すること。 

⑤経営者自ら、ことあるごとに口にし、その重要性を周知させること。 

⑥人事評価項目に「経営理念、経営方針の理解度、浸透度、活用度」を挿入すること。 

 

まずこんなことから始めてみて暫く様子を見ることです。一度に社内が一変するようなことはないです。 

しかし、経営理念が深くあなたの職場に注ぎ込まれてくると、きっと想像以上の効果をもたらすこともあります。 

よく経営理念で飯が食えるか、そんなことを言う人がいます。そこでその人に言いたいです。「あなたは経営理念

の大切さを口に出し、行動にしたこと何度かありますか」です。案外、否です。最後にどんな効果があるのか、そ

んなことを解説します。 

 

３．経営理念の共有は、あなたの会社を揺るぎないものにします。 

こうして変更又は新たに作成された経営理念、各企業にどんな恩典をもたらすのか。弊社の成果も交えな

がら、その効果の大きさを解説させてもらいます。 

(1)難題に遭遇した時、社員の一体感、理念共有の強さは、難題解決の糸口になること屡々です。 

(2)共有度が高ければ高い程、社員の力が大きく発揮され、大きな相乗効果を生み出します。 

(3)「迷ったら元の道に戻れ」の例えの如く、理念の旗の元に戻れば、進路を誤ることはないです。 

 

まだまだ理念を共有することによる効果はたくさんあります。今一度、あなたの会社も、あなたの会社も、理

念共有の尊さを点検され、社員のマンパワー、もっともっと大きく育ててはどうでしょうか。 

株式会社中部人材育成センター 
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株式会社中部人材育成センター 

令和６年改正育児・介護休業法 就業規則（育児・介護休業規程）の 
見直しなどはお済みですか 

令和６年改正育児・介護休業法の施行期日（令和 7 年 4 月１日・同年 10 月 1 日）
が近づいてきました。 
この改正に伴い、就業規則（育児・介護休業規程）・社内様式の見直しや、個別周知・
意向確認などの準備が必要となります。どのような改正規定があるのか？  
今一度、確認しておきましょう。 

施行待ちの改正 その１ 

・・・・・・令和６年改正育児・介護休業法 改正規定のおさらい・・・・・・ 

★施行期日までの対応の参考になるものとして、厚生労働省から「育児・介護休業等に関する規
則の規定例」が公表されています。その規定例を見てみたい、見てみたが自社用にどのようにアレン
ジすればよいのか分からないなど、この改正への対応にお困りの場合は、気軽にお声掛けください。 
 
 
 

 
＜令和７年４月１日施行分＞ 
□ 子の看護休暇の見直し ◆                                                               
□ 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和 ◆ 
□ 育児のための所定外労働の制限（残業免除）の対象拡大 ◆  
□ 育児のための所定労働時間の短縮措置の代替措置追加 ◆ 
□ 育児のためのテレワーク導入の努力義務化 ◆    
□ 介護のためのテレワーク導入の努力義務化 ◆ 
□ 介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認等の措置の義務付け ★ 
□ 育児休業取得状況の公表義務適用拡大（従業員数：1,000 人超の企業→300 人超の企業） 
 
＜令和７年10 月１日施行分＞ 
□ 柔軟な働き方を実現するための措置の義務化 ◆ 
□ 柔軟な働き方を実現するための措置の個別周知・意向確認の義務付け ★ 
□ 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務付け ★ 
 
注．◆が付いた改正規定は、厚生労働省のモデル規則（育児・介護休業等に関する規則の規定例［詳

細版］）において、改定が行われているもの。 
 
注．★が付いた改正規定は、厚生労働省のモデル規則において、改定が行われているほか、個別周知・意

向確認などのため、労働者に配布する資料（参考様式）が用意されているもの。 
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令和７年度の雇用保険の保険料率 前年度から 1,000分の１（0.1％）引き下げ 

・・・・・・・・・・・・令和７年度の雇用保険の保険料・・・・・・・・・・・・

率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

令和７年度の雇用保険の保険料率について、令和６年度から 1,000 分の１（0.1％）
の引き下げとなりました。簡単に、被保険者と事業主の負担の内訳を整理しておきます。 

施行待ちの改正 その２ 

     内  訳 

事業の種類 
雇用保険率 

失業等給付・育児休業給付の料率 二事業の料率 

被保険者負担分 事業主負担分 

いわゆる一般の事業 
1,000 分の 14.5 

〔1,000 分の 15.5〕 

1,000 分の 5.5 

〔1,000 分の６〕 

1,000 分の 5.5 
〔1,000 分の６〕 

1,000 分の 3.5 
〔1,000 分の 3.5〕 

計 1,000 分の 9 
〔1,000 分の 9.5〕 

いわゆる農林水産業 

（一部は一般と同じ） 

清酒の製造の事業 

1,000 分の 16.5 

〔1,000 分の 17.5〕 

1,000 分の 6.5 

〔1,000 分の７〕 

1,000 分の 6.5 
〔1,000 分の７〕 

1,000 分の 3.5 
〔1,000 分の 3.5〕 

計 1,000 分の 10 
〔1,000 分の 10.5〕 

いわゆる建設の事業 
1,000 分の 17.5 

〔1,000 分の 18.5〕 

1,000 分の 6.5 

〔1,000 分の７〕 

1,000 分の 6.5 
〔1,000 分の７〕 

1,000 分の 4.5 
〔1,000 分の 4.5〕 

計 1,000 分の 11 
〔1,000 分の 11.5〕 

 

〔   〕は令和６年度の率 

株式会社中部人材育成センター 

●令和７年度の雇用保険の保険料率と負担の内訳 
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◆実務に役立つQ＆A 

 

 

 

 

 

 

 

会議等はコアタイムで 

フレックスタイム制を導入するためには、始業終業時刻について、労働者の決定に委ねる旨を

就業規則等に定めなければなりません（労基法 32 条の３）。したがって、あらかじめ出退勤時  

刻について上司の承認を要するといった制度は、始業終業時刻の決定を労働者自身に委ねて 

いるとはいえないでしょう。使用者は、コアタイムの時間を除き、労働者に対してある時刻までの出 

勤を命じるためには、労働者の同意を得て初めて行うことができると解されています（菅野和夫・

山川隆一「労働法」）。会議がフレキシブルタイム中に、またはこれに食い込んで行われるような

場合、本人の同意を得る必要があるでしょう。 

 

   会議等の予定を立てるため、たとえば１週間ごとに出退勤時刻の予定表を作成させ、上司に提出させて

いるケースもありますが、「申告した時刻をあくまで予定として取り扱い、その後の変更は可能とする制度」や

「本人の自主的な判断によるものである限り、事前に出退勤時刻を記載した勤務予定表を提出させて管

理を行うこと」を、適法としたものがあります（注釈労働基準法・労働契約法など）。 

 

   会議等の招集に非協力的な従業員について、フレックスタイム制を適用しないことは可能でしょうか。 

労使協定の締結事項に、対象労働者の範囲がありますが（労基法 32 条の３第１項１号）、この範

囲は各事業場で任意に決めることができます。フレックス制を適用した結果、一定期間における過度な労働

等、一部の従業員に不適切な事象が生じ得るような場合には、当該従業員について、引き続き制度を適

用すべきか検討が必要です。もっとも、会議等が頻繁にある場合には、むしろ協定事項のコアタイムを適切

に設定することで対応すべきでしょう。 

  

 

                                

 

 

 

 

株式会社中部人材育成センター 

研究開発部門を対象にフレックスタイム制の導入を検討しています。会議

等を実施する際に個々に予定を確認するのは煩雑なため、適用される部門の

上長が翌週の予定をまとめて聞く形でもよいのでしょうか。また、会議等の出

席に応じない従業員は通常の労働時間制に戻すことも可能でしょうか。 

Q  

A 
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伏屋事務所ホームページのご案内 
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令和 7 年の教育研修のご案内を順次掲載しておりますので、印刷してご利用ください。 

お申し込みは FAX メール QR コードで受け付けています。 

 


